
0
0 0 0

25 26 27 28 29

（3）赤字市町村数の推移

　県内市町村において、普通会計の実質収支が赤字となった団体は、昭和61年度の13団体をピークに減
少しており、平成22年度にはなくなりました。

全　国

福岡県

年度

（注）全国の実質収支が赤字の市町村数には、合併に伴う打切り決算により赤字となった市町村が含まれている。
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15
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25
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35

40

R2H17 18 19 20 2221 23 24

（注）「準用財政再建団体」とは昭和30年度以降の赤字団体で旧再建法の規定を準用して財政再建を行う団体である。
※北海道夕張市は、平成21年度に健全化法に基づく財政再生計画を策定。それまでは、旧再建法に基づく財政再建計画が存続。

実質収支が赤字の市町村数

準用財政再建団体数及び財政再生団体数の推移
年　度
全　国
本　県

②連結実質赤字比率

連結実質赤字額が生じた県内市町村はありません。

①実質赤字比率

実質赤字額が生じた県内市町村はありません。

（4）健全化判断比率等の状況（令和６年度）

　令和6年度決算に基づく健全化判断比率等について、早期健全化基準・財政再生基準以上となる県内の
市町村はありません。各比率（①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担
比率、⑤資金不足比率）の県内市町村の状況については、以下のとおりです。
　なお、各比率の説明は8～9ページをご覧ください。
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苅田町

糸島市

小
竹
町

中間市

直方市

福智町

芦屋
町

北九州市

苅田町
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川
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小郡市
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新
宮
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筑前町

須恵町
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岡垣町 水
巻
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遠
賀
町
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鞍手町

古賀市

久山町

篠栗町
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添田町

赤村
吉
富
町

みやこ町

春日市

大
野
城
市

太宰府市

那珂川市

大刀洗町

広川町

大
木
町

柳川市

久留米市

志
免
町

八女市

粕屋町
糸田町

桂
川
町

大牟田市

筑後市

うきは市

大川市

みやま市

実質公債費比率の状況（令和６年度）

25％以上

18～25％未満

15～18％未満

10～15％未満

5～10％未満

0～5％未満

0％未満

0
0
0
5
42
11
2

3
22
5
1

1
19
6
1

1
1

区　分 団体色
政令市 27市 町　村

団 体 数

計

③実質公債費比率

県内市町村（政令市除く）の実質公債費比率（単純平均）は、前年度と同じ6.4％となってい
ます。早期健全化基準・財政再生基準以上となる団体はありません。

（注１）実質公債費比率が18%以上となる団体については、起債に当
たり総務大臣等の許可が必要となる。

（注２）実質公債費比率については、地方公共団体財政健全化法上、
3ヶ年平均値を用いることとされているため、0％未満となる
ことも想定した規定となっている。

実質公債費比率の推移

年度
0.0

4.0

2.0

8.0

14.0

12.0

10.0

6.0

18.0

16.0

20.0

（注）政令市を除く市町村単純平均

％

28 29H27 30 R1 R2 R3

7.3 6.9 6.7 6.5 6.4 6.3 6.2 6.4 6.4

R4 R5 R6

6.2
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将来負担比率の状況（令和６年度）

200%以上
150～200%未満
100～150%未満
50～100％未満
0～50％未満
－

0
0
1
2
14
43

1
7
23

7
20

1
1

区　分 団体色
政令市 27市 町　村

団 体 数

計

④将来負担比率
県内市町村（政令市除く）の将来負担比率（単純平均）は、前年度から1.0ポイント改善の6.3％
となっています。早期健全化基準以上となる団体はありません。

⑤資金不足比率

県内市町村（政令市除く）の2つの公営企業会計で資金の不足額が生じています。

（注）政令市を除く市町村単純平均

将来負担比率の推移

年度

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

70.0

60.0

％

29H27 28 30 R1（注）「－」は、地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額が多
額なこと等によって、将来負担比率が算定されない場合である。 R3R2

21.321.3 20.9 19.8 18.8 18.120.0
11.7

R4 R5 R6

7.7 7.3 6.3
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1,046

1,249

（199）

1,204

（144）（101）（124）

1,213
1,272 1,252

1,212

（169）

1,212

（218）

1,196

1,048

（562）

1,028

（457）

838

（385）

815

（292） （265）（248）（327）

714

924

727

1,006

（455）

1,002

（注） 政令市を除く

（注）政令市を除く

５ 債務と積立
（1）地方債発行額の推移

　地方債発行額は、平成23年度に減少しましたが、緊急防災・減災事業債等の増により平成24年度から
増加に転じました。近年は概ね横ばいとなっていましたが、令和4年度以降は、臨時財政対策債が大きく
減少しています。

（2）公債費の推移

　公債費は、平成19年度をピークに減少傾向にあり、平成30年度から増加に転じましたが、令和６年度
は前年度と比べ約16億円の減となっています。

0
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1,200

1,400
億円

H17 18 19 20 21 23 2422 年度28 29 30

（246）

25 26 27
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（460）
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29 30

R1

R125 26

1,127
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1,094

（430）

1,094

1,206

（38）

（398） （327）

（265） （280）

990

（340）

1,004

R2

（342）

（371）

1,061

（310）

R2

（331）

1,015 1,031

R3 R4 R5

（362）

1,041

1,069

R3 R4 R5
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（284）
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（284）
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（393）

1,066

（338）
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（123）

（403）
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（54）
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2,000

2,500
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5,500
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9,841

1,138

10,979

（3,042）

10,811

1,090

11,901

（1,743）

10,757

1,099

11,856

（1,995）

10,417

1,101

11,518

（2,186）

10,069

（2,341）

1,183

11,252

（3,339）

9,635

1,179

10,814

（4）積立金現在高の推移

　積立金現在高は、平成20年度から概ね増加傾向にあり、令和６年度は前年度と比べ、約142億円の増と
なっています。

（注）1 政令市を除く
　　　2 債務負担行為額は、翌年度以降支出予定額である。
　　　3 「公債費」には利子を含み「現在高」には利子を含まないため、
　　　　前年度現在高＋当年度発行額－当年度償還額（公債費）＝当年度現在高とはならない。

H17 18 19 21 2220 年度25 26 27

（3）地方債現在高と債務負担行為額の推移

　令和６年度末の地方債現在高と債務負担行為額を合わせると１兆2,139億円にのぼり、令和５年度と
比べ、約58億円増加しました。
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（注）政令市を除く
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19,000

18,500

17,000

17,500

18,000

19,500

20,000

年

（注）政令市を除く
　　　出典：令和7年地方公共団体定員管理調査（令和7年4月1日現在）

人

（注）政令市を除く
　　　出典：令和7年地方公務員給与実態調査（令和7年4月1日現在）

６ 職員数の状況
（1）職員数の推移

　減少傾向にあった市町村職員数は、平成29年度に増加に転じ、令和７年４月１日現在で18,586人と
なっています。

市町村職員数の推移（令和7年4月1日現在）

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 人

60歳以上

56～59

52～55

48～51

44～47

40～43

36～39

32～35

28～31

24～27

20～23

20歳未満

一般行政職年齢別職員構成（令和7年4月1日現在）

H27 29 30 31 R2 R328 R4 R5 R6 R7

18,137 18,134 18,164 18,220 18,272 18,20118,246

561
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1,107

1,195
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計
18,586人
（100％）
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（注）1 政令市を除く
　　　　出典：令和7年地方公共団体定員管理調査（令和7年4月1日現在）

一般行政
　　13,259人
　　　71.4％

議会・総務
4,403人

（＋500）

民生
3,335人

（＋295）

土木
1,679人

（▲53）衛生
1,473人（＋26）

その他
2,369人（＋60）

教育
2,202人

（▲192）

病院
447人

（▲97）

その他
1,992人

（▲91）

消防
686人

（＋1）

（2）部門別職員数の状況

　市町村職員数を部門別に平成27年とその増減を比較すると、議会・総務、民生などで職員数が大幅に
増加しており、全体としても約2.5％の増となっています。
　また、令和7年の部門別職員数の状況は、総務、民生、土木等の一般行政が全体の約71.4％、教育、
消防の特別行政で全体の約15.5％を占め、残りの約13.1％が公営企業の職員となっています。

部門別市町村職員数（令和7年4月1日現在）

2 （　）内は平成27年4月1日～令和7年4月1日の部門別市町村職員数の増減を示している。

○国民健康保険事業会計（事業勘定）県内市町村決算額の推移

７ 国民健康保険事業会計

　国民健康保険事業会計は、一般会計（普通会計）とは区分されており（P7参照）、連結実質赤字比率
の算出基礎の一つとなります。
　その歳入・歳出の決算額は、平成27年度をピークに減少しています。また、平成22年度以降赤字が
続いていましたが、平成30年度から黒字となっています。

2,9202,920 2,9402,940
3,0013,001 3,0293,029

3,107
3,171 3,118

3,192

3,5783,578
3,651

3,497 3,540

3,072 3,121

（注）政令市を除く
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歳入　　歳出

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 年度H22

3,432 3,4353,432 3,435

2,909 2,902 2,868 2,842
2,909 2,902

R2

2,868 2,842

R3 R4 R5

2,846 2,8102,846 2,810 2,8462,849 2,8102,808

R6

2,926 2,8652,926　2,865 2,878　2,834

特別行政
2,888人
15.5％

公営企業
2,439人　　 

　13.1％　　　　

2,7682,768 2,7262,726
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８ 地方公営企業
（1）地方公営企業の役割

　地方公営企業は、地方公共団体が住民の福祉の増進を目的として経営する企業であり、上下水道事
業、病院事業、交通事業などがその代表的なものです。
　これらの企業は、住民の生活水準の向上を図る上で大きな役割を果たしており、特に上下水道事業に
ついては、そのほとんどが地方公営企業によって行われています。

（2）事業数

　事業数は、174事業であり、事業別にみると、下水道事業が最も大きな割合を占め、以下、水道事業、
病院事業、宅地造成事業の順になっています。

（3）決算規模

　決算規模は、1,932億42百万円で、事業別にみると、下水道事業が最も大きな割合を占め、以下、水
道事業、病院事業の順になっています。

174
事業

下水道
87事業

（49.7%）
水道

（簡易水道を含む）

56事業
（32.0%）

病院
10事業

（5.7%）

その他
14事業

（8.6%）

その他
31億円

（1.6%）

宅地造成
7事業

（4.0%）

（令和7年3月31日現在）
（注）政令市を除く

公営企業型地方独立行政法人を含む

公営企業型地方独立行政法人を含む

（令和6年度）
（注）政令市を除く

決算規模の算出方法
〔法 適 用〕総費用‐減価償却費＋資本的支出
〔法非適用〕総費用＋資本的支出＋積立金＋繰上充用金

1,932
億円

水道
（簡易水道を含む）

702億円
（36.4%）

病院
410億円

（21.2%）
下水道

789億円
（40.8%）



（4）経営状況

　令和6年度における収支の状況を事業別に見ると、多くの事業が黒字となっています。
　しかしながら、基準外繰入金を差し引いた実質的な収支の状況は、多くの事業で赤字となっています。
　地方公営企業の経営は、財やサービスの対価としての料金収入により運営する独立採算が原則であり、
他会計からの基準外繰入金に頼らず経営を維持していく努力が必要です。

0 200,000 400,000 600,000
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基準外繰入金を除いた場合の収支の状況
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（注）収支額は、法適用企業にあっては純損益、法非適用企業にあっては実質収支による。
※地方公営企業法の適用を受ける事業を「法適用企業」、適用を受けない事業を「法非適用企業」という。
　法適用企業には公営企業型地方独立行政法人を含む。
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億円　上水道　 簡易水道　 病院 　下水道　 その他

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

（注）政令市を除く
公営企業型地方独立行政法人を含む

公営企業型地方独立行政法人を含む
（注）政令市を除く
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億円　上水道　 簡易水道　 病院 　下水道　 その他

年度　 企業債発行額の推移

（5）企業債の状況

年度　 企業債残高の推移

  ①  企業債発行額

　令和6年度における企業債発行額は約282億円であり、前年度に比べ約21億円の増となっています。

  ②  企業債残高

　令和6年度末の企業債残高は約4,962億円と、減少傾向にあります。

R2

R3

R4

R5

33675 227201 13

30884 187331 3

27992 170141 2

R2

R3

R4

R5

5,4321,257 7 211 3,893 64

5,3521,240 8 233 3,818 53

5,2271,228 7 219 3,722 51

26175 171121 2

R6 28291 170140

5,0831,201 6 200 3,628 48

R6 4,9621,191 0 188 3,534 49

7

33

県
内
市
町
村
財
政
の
現
状



県
内
市
町
村
財
政
の
現
状

（1）統一的な基準による地方公会計について

　地方公共団体が、中長期的な見通しに基づく持続可能な財政運営・経営を行うためには、自らの財
政・経営状況、ストック情報等を的確に把握することが重要であり、地方公会計の推進、地方財政の
「見える化」に取り組む必要があります。
　国・地方を通じた厳しい財政状況の中で、財政の透明性を高め、住民等への説明責任をより適切に果
たすとともに、財政の効率化・適正化を図るため、官庁会計に基づく現金主義会計を補完するものとし
て、企業会計の考え方及び手法を活用した発生主義会計に基づく財務書類等の作成・公表が推進されて
きました。平成26年4月には、固定資産台帳の整備及び発生主義・複式簿記の導入を前提として客観
性・比較可能性を担保した統一的な基準が示され、その後の総務大臣の要請により、県内市町村におい
ても当該基準による財務書類等が作成されました。また、財務書類等の活用の観点から、毎年度、確実
に財務書類・固定資産台帳の作成・更新を行うこと及び、作成・更新の早期化を図る（少なくとも決算
年度の翌年度末までに完成させる）ことが求められています。

統一的な基準による財務書類等の作成状況

出典：総務省「地方公会計の整備」財務書類の作成状況「統一的な基準による財務書類の作成状況等に関する調査（令和7年3月31日時点）」（一部抜粋）

９ 今後の課題

○新経済・財政再生計画改革工程表2023（令和５年12月21日経済財政諮問会議決定）において、以下のとおりとされて

おり、決算年度の翌年度末までに財務書類等の作成・更新が完了しない団体においては、毎年度、確実に作成・更新を行

うことが必要。

「固定資産台帳の更新状況：毎年度100%」

「決算年度の翌年度までに財務書類の作成・更新を完了している地方公共団体数

　　　　　　　　　　【令和５年度までに全都道府県、令和７年度までに全団体】」

   【令和5年度末時点の状況を反映した固定資産台帳の整備（更新）状況】（令和6年度末時点）

   【令和5年度決算に係る一般会計等財務書類（財務4表）の作成状況】（令和6年度末時点）

整備（更新）状況 都道府県 合計指定都市 指定都市除く
市区町村

市区町村

都道府県 合計指定都市 指定都市除く
市区町村

市区町村作成状況

（単位：団体）

（単位：団体）
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①  財務書類等の整備

47 (96.0%) 20 (100.0%) 1,651 (95.9%) 1,718 (96.1%)整備（更新）済み (100.0%)

47 (100.0%) 1,657 (95.2%) 20 (100.0%) 1,704(95.1%)1,637 (95.3%)

0 (0.0%) 74 (4.3%) 0 (0.0%) 74(4.3%)74 (4.1%)作成中

0 (0.0%) 10 (0.6%) 0 (0.0%) 10(0.6%)10 (0.6%)未着手

47 (100.0%) 1,741 (100.0%) 20 (100.0%) 1,788(100.0%)1,721 (100.0%)合計

作成済み

1,671

0 (0.0%) 61 (3.5%) 0 (0.0%) 61 (3.5%) 61 (3.4%)整備（更新）中

0 (0.0%) 9 (0.5%) 0 (0.0%) 9 (0.5%) 9 (0.5%)未着手

47 (100.0%) 1,741(100.0%) 20 (100.0%) 1,721 (100.0%) 1,788 (100.0%)合計



公共施設マネジメントにおける地方公会計情報の活用状況

財務書類・固定資産台帳の活用方法

○経済・財政新生計画　進捗管理・点検・評価表2025（令和７年５月26日経済財政諮問会議決定）において、以下のと

おりとされており、作成した地方公会計情報を公共施設マネジメントに活用することが求められている。

「地方公会計情報を公共施設マネジメントに活用した地方公共団体数」

　　　　　　　　　　【令和９年度までに全都道府県および全政令指定都市、令和12年度までに全団体】

区分 都道府県 合計指定都市 指定都市除く
市区町村

市区町村

（単位：団体）

対象団体数 47 1,741 20 1,721 1,788

○将来の施設更新必要額の推計
　→施設の更新経費の平準化、総量
抑制等の全庁的な方針の検討

○未収債権の徴収体制の強化
　→貸借対照表上の回収見込額を基
にした債権回収のための全庁的
な組織体制の検討

○予算編成への活用
　→ライフサイクルコストを踏まえた施設
建設の検討

○公共施設等総合管理計画の推進等
　→公共施設等総合管理計画の見直し・推進
や個別施設計画の策定・推進への活用

○施設の統廃合
　→施設別コストの分析による統廃合の検討
○受益者負担の適正化
　→受益者負担割合による施設使用料の見直し
○行政評価との連携
　→利用者１人当たりコスト等を活用して評価

マクロ的視点適切な資産管理

情報開示

財政指標の設定

ミクロ的視点セグメント分析

　地方公会計情報の整備が定着したことで、住民への公表など情報開示等による財務会計的な観点での活用
は着実に進む一方で公共施設マネジメントなど行政内部における管理会計的な観点での「活用」はさらに推
進する必要があります。

出典：総務省「今後の地方公会計のあり方に関する研究会（第1回）」（令和4年8月1日）　資料3「地方公会計の更なる活用について」（一部抜粋）

財務書類・固定資産台帳に係る各種指標を設定
→有形固定資産減価償却率を踏まえた公共施設等マネジメント等

○住民への公表や地方議会での活用
　→財務書類のわかりやすい公表や議会審議の活性化

○地方債ＩＲへの活用
　→市場関係者に対する説明資料として活用
○ＰＰＰ／ＰＦＩの提案募集
　→固定資産台帳の公表により民間提案を募集

事業別・施設別の行政コスト計算書等を作成することでセグメントごとの分析が可能

行政内部での活用　⇒　人口減少が進展する中、限られた財源を「賢く使うこと」につなげる

行政外部での活用

②  財務書類等の活用

※複数回答あり
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出典：総務省「地方公会計の整備」財務書類の作成状況「統一的な基準による財務書類の作成状況等に関する調査（令和7年3月31日時点）」（一部抜粋）
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8 (22.6%) 4 (20.0%) 390 (22.7%) 402 (22.5%)(17.0%) 394
公共施設等総合管理計画の策定や改訂時に、
地方公会計情報を活用している

5 (14.0%) 1 (5.0%) 242 (14.1%) 248 (13.9%)(10.6%) 243
個別施設計画の策定や改訂時に、地方公会計
情報を活用している

8 (4.8%) 2 (10.0%) 81 (4.7%) 91 (5.1%)(17.0%) 83
施設別・事業別等の行政コスト計算書等の財務
書類を作成している（セグメント分析等）

2 (6.7%) 0 (0.0%) 116 (6.7%) 118 (6.6%)(4.3%) 116
使用料・手数料の見直し・改定の検討にあたり、
地方公会計情報を活用している

6 (13.4%) 2 (10.0%) 231 (13.4%) 239 (13.4%)(12.8%) 233
未利用財産の活用・処分の検討に固定資産台
帳の情報を活用している

11 (21.9%) 7 (35.0%) 374 (21.7%) 392 (21.9%)(23.4%) 381
上記以外で公共施設マネジメントの検討材料と
して、地方公会計情報を活用している



出典：総務大臣通知「公営企業会計の適用の推進について」（平成27年1月27日総財公第18号）添付資料

③  公共施設マネジメントにおける地方公会計の活用

　公営企業の財務は、民間企業の会計基準と同様の公営企業会計について、事業の特性や規模等を考慮
し、すべての事業に適用してはおらず、地方公共団体が任意（条例）でその適用を決定しています。
　現下の人口減少等による料金収入の減少、施設・設備の老朽化に伴う更新投資の増大など厳しさを増
す経営環境を踏まえ、地方公共団体が公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上等にさらに
的確に取り組むために、公営企業会計の適用が推進されています。

水道事業
工業用水道事業
軌道事業
自動車運送事業
鉄道事業
電気事業
ガス事業

①地方公営企業法全部適用

病院事業

簡易水道事業
下水道事業
船舶事業
港湾整備事業
市場事業
と畜場事業
観光事業
宅地造成事業　　等

財務（公営企業会計）、組織、職員の身分取扱い
等、法の規定のすべてが当然に適用される

経営、資産等の正確な把握による経営管理の向上
　発生主義を導入し、民間企業と同様の精度の高い財務諸表（貸借対照表

（BS）、損益計算書（PL）、固定資産台帳等）を作成することにより、公営企
業の経営、資産等を正確に把握することが可能。

弾力的な経営を行うことが可能
　予算を超える弾力的な支出、効率的・機動的な資産管理等が可能とな
り、経営の自由度が向上。

②地方公営企業法一部適用
財務（公営企業会計）規定のみ適用される

（各団体の判断ですべて適用することも可能）

③地方公営企業法任意適用
各団体の判断で、法の全部（①）か一部（②）を条
例で適用することが可能

公営企業会計の適用関係（地方公営企業法） 公営企業会計の特徴と適用の主なメリット

・より計画的な経営基盤の強化、財政マネジメントの向上等が可能。

・経営に要する経費の的確な原価計算により、さらに適切な料金算定が可能。

・経営の透明性が向上し、他団体との比較可能性も確保され、議会・住民のガ
 バナンスが向上。

・住民ニーズへの迅速な対応が可能となり、経営の効率化、住民サービスの
  向上等につながる。

出典：総務省「今後の地方公会計のあり方に関する研究会（第9回）」（令和6年6月25日）　資料2-1「公共マネジメントと地方公会計の連携について」（一部抜粋）

　固定資産台帳及び財務書類から得られる情報は、公共施設等の維持管理・更新等に係る中長期的な経費の
見込みの精緻化に活用できるほか、事業別・施設別のセグメント分析を行うことなどにより、各事業・施設
について効率的・効果的な対策の検討を可能とするものであり、公共施設等総合管理計画に基づく具体的な
取組等の検討においても、公共施設等の適正管理に積極的に活用することが望ましいとされています。

○　統一的な基準による地方公会計の整備の一環として、公共施設等の取得年月日、取得価額、耐用年数といったデータを含む固定
資産台帳を整備する。※併せて公共施設等の実際の損耗状態等を把握しておくことも重要

○　統一的な基準による財務書類（貸借対照表・行政コスト計算書・純資産変動計算書・資金収支計算書等）を作成する。

統一的な基準による固定資産台帳・財務書類の整備

【公共施設マネジメントと地方公会計の連携イメージ】
地方公会計

地方公会計

公共施設等適正管理

公共施設等
適正管理

○　公共施設等総合管理計画に基づき、資産管理や予算編成を行うに当たり、固定資産台帳のデータ、個別施設
計画に記載した具体的な内容等を踏まえ、更新・統廃合・長寿命化等を進める。

公共施設等総合管理計画等の推進・不断の見直し

○　個別施設ごとに、点検・診断によって得られた個
別施設の状態を踏まえ、対策内容と実施時期、対策
費用の概算等を整理する。

各分野ごとの個別施設計画の策定・推進
○　施設別の行政コスト計算書等によるセグメント分析を実施すること

で、個別具体的な更新・統廃合・長寿命化等の実施につなげることが
できる。※公共施設等総合管理計画には、更新・統廃合・長寿命化等の基本的な
考え方（総論）が盛り込まれている

施設別のセグメント分析の実施
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（2）公営企業会計の適用の推進について

公共施設マネジメントと地方公会計の連携についての今後の方向性

○　今後、公共施設等総合管理計画の内容の充実を図っていくためには、公共施設等の維持管理・更新等に係る中長期的な
経費の見込みの精緻化が望まれる。

○　中長期的な経費の見込みにあたっては、必要となる公共施設等の情報が一元的に管理されることによって、効率的かつ
精緻な推計が可能となることが期待される。

○　公共施設等の情報の一元的管理については、各団体が現在整備している台帳の状況等によって様々な方法があると想定
されるが、固定資産台帳の充実も有効な手段の一つであると考えられる。
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